
古
来
当
宗
で
は
『
弘
経
抄
」
に
「
釈
尊
の
久
遠
成
道
に
本
因
本
果
あ
り
。
本
因
妙
は
是
れ
名
字
即
信
行
の
位
な
り
。
本
果
を
以
て

本
因
妙
を
顕
わ
す
は
名
字
信
行
凡
位
の
即
身
成
仏
を
顕
本
す
る
故
に
、
弟
子
の
上
行
等
の
二
乗
三
五
七
九
と
師
の
釈
尊
等
の
十
法
界

は
、
悉
く
十
界
久
遠
本
因
妙
名
字
信
行
凡
地
の
即
身
成
仏
を
顕
本
し
た
る
な
り
。
此
の
故
に
今
経
の
記
小
久
成
倶
に
名
字
信
行
の
凡

（
１
）

夫
の
成
仏
と
云
わ
る
る
な
り
。
故
に
法
華
を
以
て
易
行
と
な
し
「
一
向
滅
後
の
た
め
」
と
定
判
し
玉
う
な
り
。
」
と
い
い
、
又
、
「
私

（
２
）

新
抄
」
に
「
久
遠
成
道
の
所
成
の
法
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
本
仏
釈
尊
の
成
道
は
名
字
凡
位
の
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
信
行
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
名
字
信
行
に
よ
る
久
遠
成
道
は
、
日
隆
聖
人
（
一
三
八
五
’
一
四
六
四
以
下
隆
師
と
略
称
）
の
御
聖
教
に
は
処
々
に
散

見
で
き
る
が
、
宗
祖
過
文
に
は
直
接
的
な
表
現
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
名
字
信
行
に
よ
る
久
遠
成
道
の
根
拠
と
な
る
宗
祖
遺
文
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
私
な
り
に
改
め
て
考
察
し
解
明

を
試
み
た
い
。

桂
林
学
叢
第
三
十
二
号
令
和
三
年

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察

一
、
問
題
の
所
在

株
橋
隆
真

－3－



と
い
い
、
蓮
華
の
他
の
草
木
に
は
な
い
華
果
同
時
の
因
果
微
妙
の
特
性
に
着
目
し
、
し
か
も
単
な
る
瞥
嚥
で
は
な
く
法
門
そ
の
も
で

（
８
）

あ
り
、
そ
れ
を
「
蓮
華
は
臂
に
非
ず
、
当
体
に
名
を
得
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
臂
嚥
に
よ
っ
て
迩
門
・
本
門
の
開
顕
を
明
ら
か
に
し
、

（
９
）

特
に
本
門
で
は
増
道
損
生
が
そ
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
久
遠
実
成
の
開
顕
に
よ
っ
て
仏
寿
無
量
を
知
り
、
修
行
の
階
位

を
経
な
が
ら
断
惑
証
理
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
台
は
蓮
華
の
三
醤
を
以
て
本
迩
二
門
の
開
顕
を
組
織
的
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
化
他
の
能
所

（
５
）

広
く
寿
命
長
遠
を
説
い
て
断
疑
生
信
す
。

（
６
）

と
、
開
近
顯
遠
は
断
疑
生
信
の
効
能
が
あ
る
と
し
た
。

こ
の
開
近
顯
遠
を
蓮
華
の
臂
嚥
を
用
い
、
為
蓮
故
華
・
華
敷
蓮
現
・
華
落
蓮
成
の
三
段
階
に
迩
門
・
本
門
の
内
容
を
充
て
て
組
織

的
に
説
明
し
た
の
は
、
天
台
大
師
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
で
あ
る
。
経
題
に
も
あ
る
蓮
華
の
警
嚥
を
を
用
い
る
理
由
を
、

今
蓮
華
之
穂
は
是
れ
職
を
假
る
に
非
ず
。
乃
ち
是
れ
法
華
の
法
門
な
り
。
法
華
の
法
門
は
清
淨
に
し
て
因
果
微
妙
な
り
。
此
の

と
述
べ
、
ま
た
、

そ
も
そ
も
久
遠
成
道
（
３
）

（
四
六
七
’
五
二
九
）
は
、

第
一
に
応
身
、
仏

第
一
に
応
身
、
仏

（
７
）

法
門
を
名
け
て
蓮
華
と
爲
す
。

需
の
長
久
な
る
を
成
ず
る
を
明
か
す
。
但
だ
惑
者
は
謂
い
て
近
し
と
い
う
。
即
ち
是
れ
開
近
の
義
な
り
。
第

（
４
）

二
に
我
実
成
仏
以
来
無
量
無
辺
の
下
は
、
応
が
家
の
本
身
の
寿
命
長
遠
の
相
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
顯
遠
の
義
な
り
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

二
、
天
台
に
於
け
る
久
遠
成
道
（
実
成
）
に
つ
い
て

（
実
成
）
の
開
顕
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
光
宅
寺
法
雲
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久
遠
実
成
は
一
切
の
仏
の
本
地
、
醤
へ
ば
大
海
は
久
遠
実
成
、
魚
烏
は
千
二
百
余
尊
な
り
。
久
遠
実
成
な
く
ば
千
二
百
余
尊
は

（
ｍ
）

う
き
く
さ
の
根
な
き
が
ご
と
し
、
夜
の
露
の
日
輪
の
出
ざ
る
程
な
る
べ
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
久
遠
実
成
は
釈
尊
の
本
地
を
開
顕
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
の
本
地
を
明
か
し
た
も
の
で
、
久
遠
実
成

の
教
え
が
な
け
れ
ば
千
二
百
余
の
仏
は
、
根
無
し
草
の
よ
う
に
漂
い
、
太
陽
の
光
を
受
け
な
い
夜
の
露
と
同
じ
よ
う
に
な
る
と
し
て
、

非
常
に
重
要
な
法
門
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

此
に
予
愚
見
を
も
て
前
四
十
余
年
と
後
八
年
と
の
相
違
を
か
ん
が
へ
み
る
に
、
其
相
違
多
と
い
え
ど
も
、
先
世
間
の
学
者
も
ゆ

（
Ⅱ
）

る
し
、
我
が
身
に
も
さ
も
や
と
う
ち
を
ぼ
う
る
事
は
二
乗
作
仏
・
久
遠
実
成
な
る
べ
し
。

と
、
氷
前
経
と
法
華
経
と
の
相
違
は
端
的
に
久
遠
実
成
の
有
無
に
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
は
自
他
共
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
法
華
経
の
前
半
迩
門
の
主
要
課
題
で
あ
る
二
乗
作
仏
と
共
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
久
遠
実
成
と
二
乗
作
仏
は
宗
祖
遺

文
に
お
い
て
殆
ど
の
場
合
列
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
二
箇
の
大
事
と
し
て
、
迩
本
二
門
に
亘
る
重
要
教
義
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
ご
と
く
で
あ
り
、
教
義
的
特
徴
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、

例
え
ば
、

の
真
実
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
、
特
に
本
門
の
開
顕
は
能
化
た
る
久
遠
本
仏
の
利
益
の
真
相
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

こ
れ
こ
そ
が
究
極
の
法
門
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

宗
祖
遺
文
に
於
い
て
久
遠
成
道
（
実
成
）
に
つ
い
て
に
記
述
は
多
数
見
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

三
、
宗
祖
に
於
け
る
久
遠
成
道
（
実
成
）
に
つ
い
て
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（
脇
）

と
い
う
本
門
の
開
顕
に
よ
る
真
の
一
念
三
千
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
、
「
真
の
十
界
互
具
・
百
界
千
如
・
一
念
三
千
な
る
べ
し
」
と

述
べ
て
、
迩
門
で
顕
さ
れ
た
二
乗
作
仏
の
原
理
は
、
本
門
の
久
遠
実
成
に
よ
っ
て
顕
さ
れ
る
本
因
（
九
界
）
本
果
（
仏
界
）
の
久
遠
の

便
品
」
に
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

迩
門
方
便
品
は
一
念
三
千
・
二
乗
作
仏
を
説
て
爾
前
二
種
の
失
一
つ
を
脱
れ
た
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
い
ま
だ
発
迩
顕
本
せ

ざ
れ
ば
、
ま
こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
は
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
定
ま
ら
ず
、
水
中
の
月
を
見
る
が
ご
と
し
。
根
な
し
草
の
波
上

に
浮
る
に
に
た
り
。
本
門
に
い
た
り
て
、
始
成
正
覚
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
果
を
や
ぶ
る
。
四
教
の
果
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の

因
や
ぶ
れ
ぬ
。
爾
前
迩
門
の
十
界
の
因
果
を
打
ち
や
ぶ
て
、
本
門
十
界
の
因
果
を
と
き
顕
わ
す
。
こ
れ
即
ち
本
因
本
果
の
法
門

（
Ｍ
）

な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
術
て
、
真
の
十
界
互
具
・
百
界
千
如
・
一
念
三
千
な
る
べ
し
。

等
と
あ
る
よ
う
に
、
所
謂
二
箇
の
大
事
と
一
念
三
千
を
併
記
し
て
重
要
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
一
念
三
千
は
、
「
方

と
か
又
、一

念
三
千
と
申
雷

実
相
な
れ
ど
も
、
（
腸
）

本
門
に
限
く
し
。

念
三
千
と
申
事

（
卿
）

髄
な
り
。

華
厳
な
い
し
般
若
・
大
日
経
等
は
二
乗
作
仏
を
隠
す
の
み
な
ら
ず
、
久
遠
実
成
を
と
き
か
く
さ
せ
給
へ
り
。
こ
れ
ら
の
経
々
に

二
つ
の
失
あ
り
。
一
に
は
行
布
を
存
す
る
故
に
、
な
お
い
ま
だ
権
を
開
せ
ず
。
迩
門
の
一
念
三
千
を
か
く
せ
り
。
二
に
は
始
成

を
言
う
故
に
曾
て
い
ま
だ
通
を
発
せ
ず
。
本
門
の
久
遠
を
か
く
せ
り
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
大
法
は
一
代
の
網
骨
・
一
切
経
の
心

（
聰
）

諸
大
乗
経
は
、
い
ま
だ
一
代
肝
心
た
る
一
念
三
千
大
網
骨
髄
た
る
二
乗
作
仏
久
遠
実
成
等
い
ま
だ
き
か
ず
と
領
解
せ
り
。

は
迩
門
に
す
ら
な
を
許
さ
れ
ず
。
何
況
爾
前
に
分
た
え
た
る
事
な
り
。
一
念
三
千
の
出
処
は
略
開
三
之
十
如

相
な
れ
ど
も
、
義
分
は
本
門
に
限
。
爾
前
は
迩
門
の
依
義
判
文
、
迩
門
は
本
門
の
依
義
判
文
な
り
。
但
真
実
の
依
文
判
義
は

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）
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う
に
述
べ
て
い
る
。

十
界
互
具
、
常
住
の
一
念
三
千
で
あ
る
と
さ
れ
、
更
に
こ
れ
に
よ
っ
て
国
土
世
間
の
常
住
（
本
国
土
）
が
顕
れ
る
が
故
に
、
正
報
十

界
と
依
報
本
国
土
と
依
正
互
融
し
て
真
実
の
十
界
互
具
・
一
念
三
千
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
久
遠
実
成
・
二
乗
作
仏
の
二
箇
の
大
事
と
一
念
三
千
は
不
可
分
の
関
係
を
有
し
、
そ
の
上
、
「
十
界
久
遠
之
上
に
国

（
Ｗ
）

土
世
間
既
に
顕
る
、
一
念
三
千
殆
ど
竹
膜
を
隔
て
た
り
」
。
と
し
て
、

今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。
仏
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、
所
化

（
脇
）

以
て
同
体
な
り
。
此
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
、
三
種
の
世
間
也
。

（
胸
）

と
、
国
土
世
間
と
も
互
融
し
て
「
常
住
の
浄
土
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宗
祖
は
本
門
開
顕
の
久
遠
実
成
に
よ
っ
て
二
乗
作
仏
が
成
り
立
ち
、
真
実
の
一
念
三
千
が
顕
れ
る
と
さ
れ
、
前

述
の
天
台
大
師
智
顎
の
久
遠
成
道
（
実
成
）
と
の
解
釈
の
相
違
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
不
同
に
つ
い
て
、
次
の
よ

天
台
・
伝
教
等
の
御
時
に
は
理
也
。
今
は
事
也
。
観
念
す
で
に
勝
る
故
、
大
難
又
色
ま
さ
る
。
彼
は
迩
門
の
一
念
三
千
、
此
は

（
鋤
）

本
門
一
念
三
千
也
。
天
地
は
る
か
に
殊
也
こ
と
也
。

こ
こ
で
は
、
一
念
三
千
の
観
心
を
理
と
事
に
分
類
し
、
迩
門
は
理
、
本
門
は
事
と
し
て
本
門
の
事
の
一
念
三
千
は
迩
門
に
勝
る
と
し
、

天
台
・
伝
教
と
宗
祖
の
観
境
を
相
対
し
て
、
本
迩
事
理
三
千
の
勝
劣
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
考
察
す
る
。

宗
祖
は
「
本
尊
抄
」
の
本
門
三
段
に
於
い
て
、

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

四
、
久
遠
下
種
に
つ
い
て
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り
、
従
っ
て
、

一
往
こ
れ
を
見
る
時
は
、
久
種
を
以
て
下
種
と
な
し
、
大
通
・
前
四
味
・
迩
門
を
熟
と
な
し
、
本
門
に
至
っ
て
等
妙
に
登
ら
し

む
。
再
性
こ
れ
を
見
れ
ば
、
迩
門
に
は
似
ず
。
本
門
は
序
・
正
・
流
通
と
も
に
末
法
の
始
を
以
て
詮
と
な
す
。
在
世
の
本
門
と

（
理
）

末
法
の
初
は
、
一
同
に
純
円
な
り
。
た
だ
し
彼
は
脱
、
こ
れ
は
種
な
り
。
彼
は
一
品
二
半
、
こ
れ
は
た
だ
題
目
の
五
字
な
り
。

と
、
一
往
の
解
釈
で
は
久
遠
下
種
を
下
種
益
、
大
通
・
前
四
味
・
迩
門
を
熟
益
、
本
門
を
脱
益
と
し
つ
つ
も
、
再
往
で
は
在
世
の
本

門
と
末
法
の
初
め
は
同
じ
く
純
円
の
教
え
に
は
相
違
な
い
が
、
た
だ
し
前
者
は
脱
益
の
教
法
、
後
者
は
下
種
の
仏
種
子
の
題
目
で
あ

法
界
三
段
の
章
で
は
、

本
門
十
四
品
の
一
経
に
序
・
正
・
流
通
あ
り
。
涌
出
品
の
半
品
を
序
分
と
な
し
、
寿
量
品
と
前
後
の
二
半
と
、
こ
れ
を
正
宗
と

な
し
、
そ
の
余
は
流
通
分
な
り
。
そ
の
教
主
を
論
ず
れ
ば
、
始
成
正
覚
の
釈
尊
に
あ
ら
ず
。
所
説
の
法
門
も
ま
た
天
地
の
ご
と

し
。
十
界
久
遠
の
上
に
、
国
土
世
間
す
で
に
顕
る
。
一
念
三
千
殆
ど
竹
膜
を
隔
て
た
り
。
ま
た
通
門
並
に
前
四
味
、
無
量
義

（
別
）

経
・
浬
藥
経
等
の
三
説
は
、
悉
く
随
他
意
・
易
信
易
解
、
本
門
は
三
説
の
外
の
難
信
難
解
・
随
自
意
な
り
。

と
述
べ
、
本
門
の
正
宗
一
品
二
半
に
至
っ
て
久
遠
実
成
の
本
仏
を
顕
し
、
本
因
果
国
依
正
互
融
の
本
有
実
相
を
顕
し
て
久
遠
下
種
に

よ
っ
て
在
世
衆
生
を
度
脱
せ
し
め
、
已
下
種
の
衆
生
の
得
脱
さ
せ
、
こ
こ
に
種
熟
脱
の
三
益
が
至
極
し
た
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
に
、
前
述
の
迩
門
と
本
門
の
一
念
三
千
の
相
違
を
示
し
、
天
台
・
伝
教
と
宗
祖
の
立
場
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
在
世
脱
益
に
至
る
従
浅
至
深
的
道
程
の
解
明
で
あ
る
の
で
、
一
品
二
半
は
最
勝
の
教
説
と
言
っ
て
も

未
だ
滅
後
末
法
の
衆
生
に
つ
い
て
は
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
滅
後
末
法
の
未
下
種
の
衆
生
に
於
け
る
一
品
二
半
の
意
義
を
改
め
て
解
釈
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
し
て
「
本
尊
抄
」
の

（
詞
）

本
門
を
以
て
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
、
一
向
に
末
法
の
初
を
以
て
正
機
と
な
す
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）
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以
上
の
よ
う
に
「
本
尊
抄
」
で
は
、
本
門
一
品
二
半
の
内
容
を
一
往
釈
で
は
本
因
果
国
依
正
互
融
の
事
具
三
千
と
し
て
い
る
が
、

再
往
釈
で
は
久
遠
下
種
の
本
門
所
顯
の
妙
法
蓮
華
経
体
内
に
摂
在
す
る
仏
種
子
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
対
象
と
な
る
衆
生

の
差
異
に
よ
る
も
の
で
、
即
ち
在
世
已
下
種
の
衆
生
か
末
法
未
下
種
の
衆
生
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
宗
祖
は
滅
後
末
法
未
下

種
の
下
機
こ
そ
が
正
機
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
前
述
の
天
台
・
伝
教
と
宗
祖
の
観
境
の
相
違
の
理
由
と
も
な

（
郡
）

り
、
さ
ら
に
進
ん
で
末
法
下
種
の
場
合
に
は
必
ず
総
在
の
題
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
末
法
未
下
種
の
衆
生
に
は
、

る
と
決
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
指
南
さ
れ
て
い
る
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
つ
い
て
、
御
聖
教
に
は
上
述
の
「
弘
経
抄
』
や
『
私
新
抄
」
の
他
に
も
多
数
記
述
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、

猶
を
是
れ
最
初
初
成
の
本
困
妙
「
本
行
菩
薩
道
」
の
名
字
信
行
の
即
身
成
仏
の
易
行
を
顕
わ
し
て
、
本
果
妙
を
以
て
本
因
妙
に

収
め
、
因
果
不
二
の
本
因
妙
と
本
国
土
と
の
依
正
十
界
互
具
三
千
の
妙
法
蓮
華
経
を
顕
本
し
て
、
一
念
信
解
の
信
行
を
示
し
て
、

こ
の
こ
と
を
受
け
て
隆
師
は
、

（
割
）

久
遠
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
一
切
衆
生
の
根
本
下
種
と
な
す
な
り
。

日
蓮
宗
に
は
一
品
二
半
を
以
て
本
門
の
正
宗
と
為
す
は
在
世
脱
益
の
一
辺
な
り
。
未
だ
経
旨
を
極
め
ず
。
こ
れ
一
往
の
経
釈
也
。

再
往
は
本
門
八
品
上
行
要
付
を
以
て
真
実
の
経
釈
と
為
す
。
是
れ
滅
後
下
種
の
為
な
り
。
此
の
時
法
華
経
一
部
の
経
旨
極
成
す

（
霊
）

る
者
な
り
。
釈
尊
・
諸
仏
出
世
の
本
懐
此
の
時
満
足
す
る
も
の
な
り
。
此
事
観
心
本
尊
抄
一
部
の
大
事
な
り
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

五
、
本
因
妙
の
修
行
に
つ
い
て

本
門
所
顯
で
あ
る
久
遠
下
種
の
仏
種
子
た
る
題
目
の
下
種
が
必
須
で
あ
り
、
成
仏
の
絶
対
条
件
で
あ
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（
釦
）

種
・
熟
・
脱
の
法
門
法
華
経
の
肝
心
也
。
三
世
十
方
の
仏
は
必
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
種
と
し
て
仏
に
成
給
へ
り
。

と
、
三
世
十
方
の
仏
は
必
ず
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
仏
種
子
と
し
て
成
道
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、

大
通
結
縁
の
者
の
三
千
塵
点
劫
を
、
久
遠
下
種
の
者
の
五
百
塵
点
を
経
し
事
、
大
悪
知
識
に
あ
い
て
法
華
経
を
す
て
て
念
仏
等

の
権
教
に
う
つ
り
し
故
也
。
一
家
の
人
々
念
仏
者
に
て
ま
し
ま
し
げ
に
候
し
か
ぱ
、
さ
だ
め
て
念
仏
を
ぞ
す
蛍
め
ま
い
ら
せ
給

上
行
に
付
し
て
滅
後
末
法
の
下
種
を
成
ず
る
間
、
釈
尊
の
久
遠
成
道
も
本
因
妙
下
種
に
約
せ
ば
、
名
字
信
行
の
凡
位
の
即
身
成

（
”
）

仏
な
り
。
か
く
の
如
く
記
小
久
成
即
十
法
界
の
即
身
成
仏
な
り
。

と
、
久
遠
成
道
の
最
初
初
成
の
本
因
妙
の
修
行
は
名
字
信
行
の
易
行
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

（
麹
）

久
遠
の
本
因
本
果
の
所
修
の
所
作
と
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
れ
な
り
。
此
の
妙
法
蓮
華
経
を
修
す
れ
ば
常
住
の
寿
命
を
得
く
し
。

と
、
題
目
の
信
行
で
あ
っ
て
こ
れ
に
よ
り
常
住
の
寿
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、

本
因
妙
と
は
名
字
の
位
に
て
信
行
観
を
修
す
る
故
に
、
仏
種
は
信
心
な
り
。
故
に
爾
前
迩
門
に
は
真
実
の
信
行
と
名
字
即
と
を

（
羽
）

明
か
さ
ず
。
本
門
の
本
因
妙
独
り
こ
れ
を
明
か
す
故
に
、
本
因
妙
は
是
れ
三
世
諸
仏
の
根
本
種
子
な
り
。

と
述
べ
て
、
氷
前
経
に
は
明
か
さ
れ
な
い
仏
種
で
あ
り
、
三
世
諸
仏
の
根
本
種
子
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
初
成
の
名
字

一
念
信
解
の
修
行
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
で
あ
っ
て
根
本
種
子
で
あ
り
、
そ
れ
を
上
行
菩
薩
に
付
嘱
し
て
滅
後
末
法
の
衆
生
の

下
種
に
備
え
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
久
遠
成
道
・
久
遠
下
種
・
末
法
下
種
は
す
べ
て
題
目
の
五
字
七
字
の
信
行
で
あ

り
、
こ
れ
こ
そ
が
真
実
の
信
行
で
あ
り
、
根
本
種
子
で
あ
っ
て
唯
一
の
本
因
た
る
妙
行
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
隆
師
の
解
釈
は
、
果
た
し
て
宗
祖
逝
文
の
何
れ
が
根
拠
に
な
る
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
宗
祖
遺
文
に
は
管
見
の
限
り
直
接

的
な
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
考
察
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

－10－



彼
の
久
遠
下
種
・
大
通
結
縁
の
者
の
五
百
・
三
千
の
塵
点
を
経
る
が
ご
と
き
は
、
法
華
の
大
教
を
捨
て
て
爾
前
の
権
小
に
遷
る

が
故
に
、
後
に
は
権
経
を
も
捨
て
て
六
道
に
回
り
ぬ
。
不
軽
軽
段
の
衆
は
千
劫
阿
鼻
地
獄
に
堕
つ
。
権
師
を
信
じ
て
実
経
を
弘

（
銘
）

む
る
者
に
誹
誇
を
な
し
た
る
が
故
な
り
。

と
あ
り
、
久
遠
下
種
や
大
通
結
縁
を
蒙
つ
た
者
も
権
教
を
信
じ
て
実
教
を
弘
め
る
者
を
誹
誇
し
た
た
め
、
五
百
塵
点
・
三
千
塵
点
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
成
道
の
障
害
と
な
っ
た
原
因
が
正
法
の
師
を
誹
誇
す
る
と
い
う
誇
法
の
罪
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
れ
は
同
時
に
仏
種
が
下
種
さ
れ
た
こ
と
が
長
遠
な
時
間
を
経
な
が
ら
も
成
仏
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
明

か
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
滅
後
末
法
の
衆
生
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
、

寿
量
品
に
云
く
「
あ
る
い
は
本
心
を
失
え
る
、
あ
る
い
は
失
わ
ざ
る
者
あ
り
。
乃
至
、
心
を
失
わ
ざ
る
者
は
、
こ
の
良
薬
の

色
・
香
と
も
に
好
き
を
見
て
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
服
す
る
に
病
尽
く
除
り
癒
え
ぬ
」
等
云
云
。
久
遠
下
種
・
大
通
結
縁
．
乃
至

前
四
味
・
迩
門
等
の
一
切
の
菩
薩
・
二
乗
・
人
・
天
等
の
本
門
に
お
い
て
得
道
す
る
こ
れ
な
り
。
経
に
云
く
「
余
の
心
を
失
え

る
者
は
、
そ
の
父
の
来
れ
る
を
見
て
、
ま
た
歓
喜
し
問
訊
し
て
病
を
治
せ
ん
こ
と
を
求
索
む
と
い
え
ど
も
、
し
か
れ
ど
も
そ
の

薬
を
与
う
る
に
、
し
か
も
あ
え
て
服
せ
ず
。
所
以
は
何
ん
、
毒
気
深
く
入
っ
て
本
心
を
失
え
る
が
故
に
、
こ
の
好
き
色
・
香
あ

る
薬
に
お
い
て
、
し
か
も
美
か
ら
ず
と
お
も
え
り
、
乃
至
、
我
れ
今
ま
さ
に
方
便
を
設
け
て
こ
の
薬
を
服
せ
し
む
く
し
。
乃
至
、

こ
の
好
き
良
薬
を
今
留
め
て
こ
こ
に
在
く
。
汝
取
っ
て
服
す
べ
し
、
差
え
じ
と
憂
う
る
こ
と
な
か
れ
と
。
こ
の
教
を
作
し
お
わ

（
鄭
〉

っ
て
ま
た
他
国
に
至
り
、
使
を
遣
し
て
還
っ
て
告
ぐ
」
等
云
云
。
分
別
功
徳
品
に
云
く
「
悪
世
末
法
の
時
」
等
と
云
云
。

（
劃
）

候
ら
ん
。

と
か
、
或
い
哩

或
い
は

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

、
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以
上
の
よ
う
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
が
仏
種
子
で
あ
り
、
久
遠
の
本
地
に
下
種
を
受
け
た
者
（
巳
下
種
・
本
已
有
善
・
不
失

心
者
）
は
三
千
塵
点
・
五
百
塵
点
を
経
て
得
道
し
、
そ
れ
以
外
の
者
（
未
下
種
・
本
未
有
善
・
失
心
者
）
は
滅
後
末
法
に
本
化
地
涌
の
下

種
を
受
け
て
得
道
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
久
遠
成
道
・
久
遠
下
種
・
末
法
下
種
の
す
べ
て
が
題
目
の
受
持
・
信
行
と
な

り
、
聞
・
信
・
口
唱
・
弘
通
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
特
に
久
遠
成
道
（
実
成
）
の
本
因
妙
の
修
行
た
る
名
字
信
行
と
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
か
を
、
宗
祖
逝
文
に
於

分
は
像
法
一
千
年
、
少
分
は
一

の
「
遺
使
還
告
」
は
地
涌
な
』

れ
な
り
。
こ
の
良
薬
を
ば
、
”

と
問
答
を
設
け
、
本
門
の
人
四
依
樫

薩
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
、
已
下
種
で
あ
る
不
失
心
者
は
久
遠
下
種
・
大
通
結
縁
・
前
四
味
・
迩
門
等
を
経
て
得
道
し
、
未
下
種
で
あ
る
失
心
者
は

遣
使
還
告
の
是
好
良
薬
五
重
玄
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
よ
っ
て
得
道
す
る
と
し
て
、
そ
れ
は
悪
世
末
法
の
時
に
行
わ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寿
量
品
に
説
か
れ
る
失
心
（
本
未
有
善
）
・
不
失
心
（
本
已
有
善
）
の
両
機
も
仏
種
子
に
よ
っ
て
同
様
に
成

仏
が
叶
い
、
特
に
失
心
（
本
未
有
善
）
の
者
に
下
種
す
る
の
は
、
正
に
滅
後
悪
世
末
法
時
で
あ
る
こ
と
を
、
法
華
経
の
経
説
に
よ
り

仏
が
叶
い
、
特
に
失
心
（
本
圭

証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
遣
使
還
告
の
使
に
つ
い
て
、

間
う
て
曰
く
、
こ
の
経
文
の
「
遣
使
還
告
」
は
如
何
。
答
え
て
曰
く
。
四
依
な
り
。
四
依
に
四
類
あ
り
。
小
乗
の
四
依
は
、
多

分
は
正
法
の
前
の
五
百
年
に
出
現
す
。
大
乗
の
四
依
は
、
多
分
は
正
法
の
後
の
五
百
年
に
出
現
す
。
三
に
迩
門
の
四
依
は
、
多

分
は
像
法
一
千
年
、
少
分
は
末
法
の
初
な
り
。
四
に
本
門
の
四
依
は
、
地
涌
千
界
な
り
、
末
法
の
始
に
必
ず
出
現
す
べ
し
。
今

の
「
遺
使
還
告
」
は
地
涌
な
り
。
「
是
好
良
薬
」
と
は
、
寿
量
品
の
肝
要
た
る
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
こ

（
別
）

れ
な
り
。
こ
の
良
薬
を
ば
、
仏
な
お
迩
化
に
授
与
し
た
ま
わ
ず
。
い
か
に
い
わ
ん
や
他
方
を
や
。

答
を
設
け
、
本
門
の
人
四
依
は
「
悪
世
末
法
の
時
」
の
初
め
に
必
ず
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
化
地
涌
の
上
行
菩

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）
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と
、
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
の
修
行
に
着
目
し
、
そ
の
修
行
と
は
「
我
深
敬
汝
等
不
敢
軽
慢
所
以
者
何
汝
等
皆
行
菩
薩
道
当
得
作

仏
（
我
れ
深
く
汝
等
を
敬
う
。
敢
え
て
軽
慢
せ
ず
。
所
以
は
何
ん
、
汝
等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
当
に
作
仏
す
べ
し
）
」
の
二
十
四
字
を
人
々
に
唱

え
た
た
め
に
長
年
に
わ
た
り
悪
口
罵
冒
、
杖
木
瓦
石
の
苦
難
を
受
け
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
結
果
今
の
教
主
釈
尊
と
な
ら
れ
た
と

示
さ
れ
、
そ
の
二
十
四
字
に
つ
い
て
、

例
せ
ば
威
音
王
仏
の
像
法
の
時
、
不
軽
菩
薩
、
我
深
敬
等
の
二
十
四
字
を
以
つ
て
か
の
土
に
広
宣
流
布
し
、
一
国
の
杖
木
等
の

大
難
を
招
き
し
が
ご
と
し
。
か
の
こ
十
四
字
と
こ
の
五
字
と
、
そ
の
語
こ
と
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
意
こ
れ
同
じ
。
か
の
像

（
鋪
）

法
の
末
と
こ
の
末
法
の
初
と
全
く
同
じ
。
か
の
不
軽
菩
薩
は
初
随
喜
の
人
、
日
蓮
は
名
字
の
凡
夫
な
り
。

と
述
べ
、
か
の
不
軽
菩
薩
が
唱
え
た
我
深
敬
等
の
二
十
四
字
と
、
今
こ
の
末
法
の
題
目
の
五
字
七
字
と
は
語
は
違
え
ど
も
意
味
は
同

じ
で
あ
る
と
い
い
、
不
軽
菩
薩
は
初
随
喜
、
宗
祖
は
名
字
の
凡
夫
で
あ
る
と
し
、
共
に
名
字
信
行
を
修
す
全
く
同
じ
階
位
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

い
て
考
え
て
み
る
。

更
に
、

例
え
ば
、

（
弱
）

・
か
琴
胎
、
ソ
○

不
軽
菩
薩
は
多
年
が
間
二
十
四
字
の
ゆ
へ
に
無
量
無
辺
の
四
衆
罵
冒
穀
辱
杖
木
瓦
礫
を
も
っ
て
之
を
打
郷
せ
ら
れ
給
き
。
所
謂

二
十
四
字
と
申
す
我
深
敬
汝
等
不
敢
軽
慢
所
以
者
何
汝
等
皆
行
菩
薩
道
当
得
作
仏
等
云
云
。
か
の
不
軽
菩
薩
は
今
の
教
主
釈
尊

乃
往
過
去
の
威
音
王
仏
の
像
法
に
大
乗
を
知
る
者
一
人
も
無
り
し
に
、
不
軽
菩
薩
出
現
し
て
教
主
説
き
置
き
給
し
二
十
四
字
を

一
切
衆
生
に
向
て
唱
え
し
む
る
が
ご
と
し
。
彼
の
二
十
四
字
聞
し
者
は
一
人
も
無
く
亦
不
軽
大
士
に
値
て
益
を
得
た
り
。
是
れ

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）
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何
故
な
ら
久
遠
成
道
・
久
遠
下
種
・
末
法
下
種
を
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
以
て
統
一
さ
れ
た
こ
と
は
、
末
法
現
在
の
悪
機
衆
生
の
成

仏
を
具
象
化
さ
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
対
象
を
、

不
軽
菩
薩
は
所
見
の
人
に
お
い
て
仏
身
を
見
る
。
悉
達
太
子
は
人
界
よ
り
仏
身
を
成
ず
。
こ
れ
ら
の
現
証
を
以
て
こ
れ
を
信
ず

倣
し
、
そ
れ
全

と
言
え
よ
う
。

以
上
、
管
見
の
範
囲
で
あ
る
が
本
因
妙
の
修
行
に
つ
い
て
宗
祖
遺
文
に
沿
っ
て
考
察
を
試
み
た
。
宗
祖
に
於
け
る
久
遠
成
道
（
実

成
）
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
因
妙
の
修
行
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
信
行
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
考
究
し
て
き
た
が
、
具

体
的
な
例
証
と
し
て
、
曽
て
の
不
軽
菩
薩
の
二
十
四
字
の
題
目
に
着
目
さ
れ
、
こ
の
信
行
礼
拝
に
よ
っ
て
成
道
を
成
し
遂
げ
る
と
見

倣
し
、
そ
れ
を
現
在
の
題
目
の
意
義
と
同
一
化
し
て
時
間
と
空
間
の
超
越
的
解
釈
を
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
代
未
聞
の
卓
見
で
あ
る

と
し
て
、
過
去
の
像
法
も
今
の
末
法
濁
世
も
成
仏
得
道
の
修
行
は
、
二
十
四
字
と
題
目
の
五
字
七
字
と
の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
、
共

に
名
字
下
種
の
信
行
で
あ
り
、
成
仏
の
因
行
で
あ
る
こ
と
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
、
成
道
の
因
行
は
聞
法
下
種
信
行
で
あ
る
と

結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
得
道
の
時
節
異
な
り
と
雌
も
、
成
仏
所
詮
は
全
体
是
れ
同
じ
か
る
く
し
」
と
説
き
明
か
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

（
”
）

１
』
◎
則
ち
前
の
聞
法
を
下
種
と
せ
し
故
也
。
今
も
亦
是
の
如
し
。
彼
は
像
法
、
此
は
濁
悪
の
末
法
。
彼
は
初
随
喜
の
行
者
、
此
は
名

字
の
凡
夫
。
彼
は
二
十
四
字
の
下
種
、
此
は
唯
五
字
也
。
得
道
の
時
節
異
な
り
と
錐
も
、
成
仏
所
詮
は
全
体
是
れ
同
じ
か
る
べ

（
銘
）

べ
き
な
り
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
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す
る
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察
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と
、
釈
尊
の
因
行
・
果
徳
の
二
法
を
具
足
し
た
題
目
の
受
持
信
行
に
よ
っ
て
、
か
の
久
遠
成
道
の
功
徳
と
同
等
に
な
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
教
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
今
回
提
起
し
た
問
題
の
結
論
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
御
遺
文
全
体
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
宗
祖
の
視
点
は
常
に
滅
後
末
法
の
衆
生
に
あ
り
、
こ
こ
を
正
機
と
し
て
如
何
に
成
仏

す
る
か
と
い
う
道
筋
の
探
求
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
久
遠
本
仏
釈
尊
の
「
因
行
・
果
徳
」
に
着
目
さ
れ
、
そ
の
解
明
に
力
を
注

が
れ
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
、
成
仏
の
原
因
と
な
る
因
行
を
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
そ
れ
自
体
が

滅
後
末
法
下
機
の
衆
生
の
成
仏
道
に
直
結
す
る
こ
と
が
自
明
の
理
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

改
め
て
「
観
心
本
尊
抄
」
の
受
持
観
心
の
三
十
三
字
の
意
義
を
重
く
受
け
止
め
、
報
身
本
仏
の
成
仏
道
の
道
程
を
審
ら
か
に
し
て

〈
扣
）

い
く
こ
と
が
、
我
々
の
行
仏
道
、
即
ち
成
仏
道
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
心
得
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
、
凡
夫
の
肉
身
に
仏
が
具
わ
る
と
し
て
、
こ
の
人
界
具
仏
界
な
る
こ
と
を
経
力
に
よ
っ
て
具
現
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ

れ
た
こ
と
は
、
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
「
弘
経
抄
」
三
五
隆
全
四
’
二
二
五

（
２
）
「
私
新
抄
」
八
宗
全
八
’
二
○
五

更
に
、

注 釈
尊
の
因
行
・
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
。
我
等
こ
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
自
然
に
彼
の
因
果
の
功
徳

（
調
〉

を
譲
り
与
え
た
も
う
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
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す
る
一
考
察
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隆
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（
３
）
菅
野
博
史
氏
は
法
雲
の
法
華
経
槻
の
特
色
に
つ
い
て
、
「
内
容
的
な
特
色
は
、
「
法
華
経
」
を
「
浬
藥
経
」
の
下
位
に
置
く
教
判
に
基

づ
い
て
「
法
華
経
」
を
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
法
雲
は
如
来
寿
量
品
に
説
か
れ
る
久
遠
の
釈
尊
の
思
想
を
あ
ま
り
重
要
視

せ
ず
、
方
便
品
を
中
心
と
す
る
「
法
華
経
」
の
一
乗
思
想
を
重
視
し
た
。
」
と
し
て
い
る
。
（
菅
野
博
史
訳
注
「
法
華
義
記
」
法
華
経
注
釈

醤
集
成
２
大
蔵
出
版
一
九
九
六
年
三
○
頁
）

（
４
）
「
法
華
経
義
記
」
巻
第
八
大
正
三
三
’
六
六
八
ａ

（
５
）
「
法
華
経
義
記
」
巻
第
八
大
正
三
三
’
六
六
七
ｃ

（
６
）
開
三
顯
一
に
も
同
様
に
断
疑
生
信
の
効
能
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
「
法
華
経
義
記
」
巻
第
一
大
正
三
三
’
五
七
六
ａ
参
照
）

（
７
）
「
法
華
玄
義
」
巻
七
大
正
三
三
’
七
七
一
Ｃ

へへへへへへへへへへへへへ
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ー…ーー －ーー ーーー…

久
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同「
法
華
玄
義
」
巻
一
大
正
三
三
’
六
八
一
ｂ
参
照

『
聖
密
房
御
書
」
曽
真
定
遺
八
二
四

「
開
目
抄
」
曽
真
定
遺
五
四
二

「
開
目
抄
」
曽
真
定
遺
五
七
○

「
開
目
抄
」
曽
真
定
遺
五
七
○

「
開
目
抄
」
曽
真
定
遺
五
五
二

「
十
章
抄
」
断
真
定
遭
四
八
九

「
開
目
抄
」
曽
真
定
遺
五
五
二

「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
過
七
一
四

「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遡
七
一
二

二
箇
の
大
事
と
一
念
三
千
に
つ
い
て
「
観
心
本
尊
抄
」
で
は
、
「
天
台
の
難
信
難
解
に
二
有
り
。
一
に
は
教
門
の
難
信
難
解
・
二
に
は
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（
幻
）
「
弘
経
抄
」
六
五
隆
全
七
’
二
七

（
路
）
「
私
新
抄
」
七
宗
全
八
’
一
八
八

（
調
）
「
弘
経
抄
」
一
○
隆
全
一
’
六
五
六

観
門
の
難
信
難
解
な
り
。
其
の
教
門
の
難
信
難
解
と
は
、
一
仏
の
所
説
に
於
て
爾
前
の
諸
経
に
は
二
乗
聞
提
は
未
来
に
永
く
不
成
仏
、
教

主
釈
尊
は
始
成
正
覚
な
り
。
法
華
経
迩
本
二
門
に
来
至
し
て
彼
の
二
説
を
壊
る
。
一
仏
の
二
言
水
火
也
。
誰
人
か
之
を
信
ぜ
ん
。
此
れ
は

教
門
の
難
信
難
解
也
。
観
門
の
難
信
難
解
と
は
百
界
千
如
・
一
念
三
千
に
し
て
非
情
之
上
の
色
心
二
法
の
十
如
是
是
也
。
」
（
定
遺
七
○

三
）
と
述
べ
、
難
信
難
解
に
は
教
門
と
観
門
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
は
二
乗
の
不
成
仏
と
作
仏
を
一
仏
が
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
後

者
は
非
情
に
色
心
の
二
法
が
あ
る
こ
と
の
基
礎
に
な
る
百
界
千
如
・
一
念
三
千
で
あ
り
、
特
に
二
箇
の
大
事
は
本
門
の
開
顕
に
よ
り
、
二

乗
作
仏
は
九
法
界
の
一
切
衆
生
の
成
仏
を
指
し
、
久
遠
実
成
は
仏
界
の
成
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
十
界
皆
成
を
説

き
明
か
す
と
し
、
一
方
、
一
念
三
千
に
つ
い
て
は
十
界
の
仏
性
と
皆
成
仏
道
の
原
理
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
別
）
「
富
木
入
道
殿
御
返
事
（
治
病
抄
）
」
真
定
遺
一
五
二
二

（
型
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
一
四

（
躯
）
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
一
五

（
翌
『
観
心
本
尊
抄
』
真
定
遺
七
一
五

（
型
）
「
弘
経
抄
」
一
隆
全
一
’
五
四

（
空
「
四
帖
抄
」
二
隆
全
一
’
七
○

（
妬
）
「
本
尊
抄
」
の
法
界
三
段
に
於
て
は
、
前
四
重
三
段
で
は
正
宗
分
が
中
心
に
な
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
い
た
が
、
第
五
重
で
は
流
通
分

が
重
要
に
な
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
重
三
段
の
論
述
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
四
信
五
品
抄
」

で
も
「
序
正
の
二
段
は
且
ら
く
こ
れ
を
置
く
。
流
通
の
一
段
は
末
法
の
明
鏡
に
し
て
尤
も
依
用
と
為
す
べ
し
」
（
真
定
遺
一
二
九
四
）

と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

久
遠
成
道
（
実
成
）
に
関
す
る
一
考
察
（
株
橋
隆
真
）

－17－



（
釦
）
「
秋
元
御
書
」
（
筒
御
器
抄
）
定
遺
一
七
三
○

（
釦
）
「
南
條
兵
衛
七
郎
御
書
」
断
真
定
遺
三
二
六

（
堅
「
守
護
国
家
論
』
曽
存
定
遺
二
二

（
詔
）
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
一
六

（
弘
）
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
一
六

（
弱
）
「
日
妙
聖
人
御
普
」
断
真
定
遺
六
四
三
～
四

（
調
）
「
顯
仏
未
来
記
』
曽
真
定
遺
七
三
九

（
訂
）
「
教
行
証
御
書
」
定
遺
一
四
八
○

（
詔
）
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
○
六

（
釣
）
「
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
二

（
㈹
）
日
蓮
宗
事
典
刊
行
委
員
会
編
復
刻
版
「
日
蓮
宗
事
典
」
三
六
一
頁
（
日
蓮
宗
新
聞
社
発
行
平
成
二
年
）
の
本
因
下
種
の
項
目

に
は
、
「
日
隆
門
流
の
祖
、
慶
林
坊
日
隆
（
一
三
八
五
’
一
四
六
四
は
、
本
因
の
菩
薩
が
本
因
時
に
先
仏
の
本
果
の
法
を
下
種
す
る
と

い
う
本
因
妙
下
樋
を
標
傍
す
る
。
即
ち
久
遠
の
初
め
と
、
末
法
の
初
め
と
は
本
因
妙
下
種
の
と
き
で
あ
り
、
本
果
の
仏
は
本
果
の
時
に
脱

益
せ
し
め
る
と
い
う
。
本
因
の
菩
薩
は
地
涌
の
菩
薩
た
る
日
蓮
聖
人
、
本
果
仏
は
釈
尊
で
あ
っ
て
、
種
熟
脱
の
三
益
が
繰
返
さ
れ
る
と
い

う
。
そ
こ
で
末
法
は
本
因
妙
の
下
種
の
時
で
あ
る
か
ら
地
涌
と
顕
わ
れ
、
衆
生
脱
益
の
と
き
釈
尊
と
顕
わ
れ
る
と
説
く
。
そ
し
て
真
実
の

下
種
の
根
本
を
本
因
妙
と
見
る
。
そ
の
下
種
の
法
体
は
本
門
八
品
の
説
相
に
お
い
て
上
行
等
に
付
属
さ
れ
た
妙
法
五
字
で
あ
る
」
と
説
明

こ
の
記
述
の
根
拠
は
、
望
月
歓
厚
「
日
蓮
教
学
の
研
究
」
三
六
八
’
九
頁
（
昭
和
三
三
年
平
楽
寺
書
店
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
五
百
座
点
繰
返
し
の
報
身
事
仏
の
上
に
重
の
本
因
妙
を
主
張
し
て
い
る
。
…
本
因
妙
下
種
と
は
本
因
の
菩
薩
が
本
因
時
に
先
仏
の
本
果

の
法
を
下
種
す
る
。
…
本
因
菩
薩
は
日
蓮
、
本
果
仏
は
釈
尊
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
益
を
繰
返
さ
る
る
の
で
あ
る
」
と
五
百
塵
点
の
種
熟
脱

さ
れ
て
い
る
。
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の
三
益
を
繰
り
返
す
と
し
、
「
本
因
の
菩
薩
が
本
因
時
に
先
仏
の
本
果
の
法
を
下
種
す
る
。
…
本
因
菩
薩
は
日
蓮
、
本
果
仏
は
釈
尊
で

あ
っ
て
、
こ
の
三
益
を
繰
返
さ
る
る
の
で
あ
る
」
と
五
百
塵
点
の
種
熟
脱
の
三
益
を
繰
り
返
す
と
し
、
「
本
因
の
菩
薩
が
本
因
時
に
先
仏

の
本
果
の
法
を
下
種
す
る
」
の
で
あ
り
「
本
因
菩
薩
は
日
蓮
、
本
果
仏
は
釈
尊
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
繰
り
返
し
五
百
座
点
」
と
い
わ
れ
る
隆
師
の
報
身
本
仏
の
修
行
の
始
め
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
株
橋
日
涌
先
生
は
、
「
そ
の
始
め
は
三
世
久
遠
の
上
に
於
け
る
始
め
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
始
め
い
つ
も
始
め
断
絶
な
き
無
始
無

終
の
始
め
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
円
線
形
の
く
り
か
え
し
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
同
一
性
の
く
り
か
え
し
で
も
な
け
れ
ば
唯
一
回
性
の
も

の
で
も
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
（
「
日
隆
聖
人
の
寿
量
本
仏
観
」
法
華
宗
宗
務
院
「
桂
林
学
叢
」
第
五
号
一
二
頁
一
九
六
五
年
）

さ
ら
に
望
月
氏
は
、
「
下
種
は
本
因
に
限
る
と
難
も
久
遠
体
内
因
果
に
し
て
互
具
す
る
故
、
本
因
下
種
即
本
果
に
互
融
し
て
こ
れ
有

り
」
（
「
十
三
問
答
抄
」
上
宗
全
一
，
四
○
九
）
や
、
ま
た
、
「
本
因
妙
の
下
種
の
根
源
は
本
果
な
り
。
…
種
子
は
体
な
り
、
根
本
な
り
。

下
種
は
用
な
り
、
枝
葉
な
り
。
本
果
は
本
因
下
種
の
為
の
根
本
種
子
な
る
故
、
本
因
果
種
と
い
う
」
（
同
）
を
取
り
上
げ
、
「
そ
の
言
甚
だ

不
明
了
に
し
て
、
体
用
の
別
に
於
い
て
因
果
と
い
う
が
如
く
、
体
そ
の
も
の
に
因
果
を
含
む
と
す
る
が
如
く
で
あ
る
」
（
望
月
歓
厚
「
日

蓮
教
学
の
研
究
』
三
六
八
’
九
頁
）
と
し
て
理
解
不
可
能
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
同
書
に
は
続
い
て
、
「
妙
楽
の
本
因
果
種
と
釈
し
玉
ふ
事
は
、
下
種
の
本
処
は
本
因
妙
な
り
。
し
か
る
に
本
果
種
と
云
う
処
は

久
遠
本
果
の
時
も
今
日
の
ご
と
く
本
門
八
品
上
行
要
付
の
滅
後
末
法
の
下
種
を
説
き
玉
ふ
。
其
の
時
の
所
化
の
詣
衆
は
こ
れ
を
聞
い
て
三

惑
頓
断
の
益
を
得
て
当
機
衆
と
成
る
。
断
証
の
辺
は
其
の
時
の
在
世
の
得
分
な
り
。
聞
く
処
の
所
聞
の
上
行
要
付
の
辺
は
滅
後
流
通
下
邨

の
得
分
な
り
。
観
心
抄
に
、
在
世
の
本
門
と
末
法
の
初
め
と
一
同
に
純
円
な
り
。
但
し
彼
れ
は
脱
、
此
れ
は
種
、
彼
れ
は
一
品
二
半
、
此

れ
は
但
題
目
の
五
字
な
り
…
。
此
の
彼
此
の
面
重
は
、
同
じ
本
門
八
品
一
品
二
半
の
方
を
ば
「
在
世
本
門
」
と
云
い
『
彼
脱
」
と
云
う
な

り
。
八
品
の
方
を
ば
「
末
法
の
初
め
」
と
云
い
、
「
此
種
」
と
云
い
『
此
題
目
五
字
」
と
云
う
な
り
。
此
れ
を
其
の
時
に
本
仏
の
本
意
に

約
せ
ば
、
本
門
八
品
上
行
要
付
の
辺
を
以
て
正
と
な
し
面
と
な
し
、
一
品
二
半
の
方
は
其
の
時
の
傍
益
な
り
。
是
の
故
に
本
果
成
道
の
時

は
本
門
八
品
上
行
要
付
の
滅
後
下
種
の
裏
の
一
品
二
半
正
宗
脱
益
の
辺
を
所
聞
の
下
種
の
法
に
随
っ
て
且
く
本
果
種
と
判
ず
る
か
」
（
「
十
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裏
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
｜

理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

三
問
答
抄
」
上
宗
全
一
四
○
九
’
一
○
頁
）
と
あ
り
、
本
因
果
種
と
は
下
種
の
本
処
は
本
因
妙
で
あ
る
が
、
本
果
種
と
表
現
す
る
の

は
「
観
心
本
尊
抄
」
の
種
脱
相
対
の
三
十
一
字
を
引
用
し
て
（
定
週
七
一
五
）
、
「
在
世
本
門
」
を
「
彼
脱
」
と
い
い
、
末
法
の
初
め
を

「
此
種
」
と
い
い
「
此
題
目
五
字
」
と
も
い
っ
て
、
本
門
八
品
上
行
付
嘱
を
正
と
な
し
面
と
な
し
、
「
本
果
成
道
の
時
は
本
門
八
品
上
行
要

付
の
滅
後
下
種
の
裏
の
一
品
二
半
正
宗
脱
益
の
辺
を
所
聞
の
下
種
の
法
に
随
っ
て
且
く
本
果
種
と
判
ず
る
か
」
（
同
）
と
滅
後
末
法
下
種

の
裏
の
一
品
二
半
に
よ
る
在
世
脱
益
を
判
じ
て
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
下
種
に
は
因
果
の
両
側
面
を
有
し
、
そ
れ
を
表

裏
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
在
世
」
と
「
滅
後
」
、
「
彼
脱
」
と
「
此
種
」
、
．
品
二
半
」
と
「
題
目
五
字
」
の
峻
別
が
な
け
れ
ば

ま
さ
に
「
釈
尊
の
因
行
・
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
」
（
『
観
心
本
尊
抄
」
真
定
遺
七
一
二
と
教
示
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
真
意
を
了
知
す
べ
き
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
望
月
歓
厚
氏
の
理
解
は
本
果
本
仏
、
事
具
三
千
と
い
う
真
理
と
一
体
な
る
法
身
の
側
面
の
み
を
重
要
視
し
、
特
に
報

身
仏
に
は
注
目
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
事
具
三
千
の
覚
知
の
み
が
重
ん
じ
ら
れ
、
題
目
の
受
持
観
心
の
側
面
は
軽
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
於
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
滅
後
末
法
下
機
の
衆
生
に
と
っ
て
成
仏
の
た
め
の
真
実
の
易
行
の
意
味
内
容
が
、
宗

祖
の
主
張
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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